
  
第 14 回 (H  17.4..20) 

鰍嫡胎 ， 再編・統合について 



基本方針 ( 米 ) において示されている 改革の方向 
  

  Ⅹ健康保険法等の 一部を改正する 法律附則第 2 条第 2 項の規定に基づく 基本方針 ( 平成 15 年 3 月 28 日閣議決定 ) 

本 0  健保組合については ，小規模・財政窮迫組合の 再編・ 銃 口に資するよ う 規制 
緩和等を進めるとともに ，再編・統合の 新たな受け皿としての 都道府県単位の 

地域型健保組合の 設立を認める。 

本 0  全国展開の健保組合や 都道府県単位の 健保細口 で ，健全かっ安定的な 運 
営 が確保されているもの っに いては、 引き続き、 自主性自律性のあ る保険 運 

営 を行 う ものとする。 

0 共済組合については ，その自立性を 尊重しつつ，保険者としての 運営の在り 

方を検討する。 
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健保組合の再編・ 統合の具体的なイメージ     
        ・ 他 組合との合併を 含めて、 運営の 
    
    
    安定化を目指す。 
    

      概 財源率 90% 。 超               

｜ノ     

・ 財政健全化を 指導。 
  
  
  

  地域における 共同事業への 参加等       

により運営の 健全化を目指す。   
  

  

・ 地域ごとに企業・ 業種を超えた   保険者として 健保組合を形成す 

                    引き続き、     自主性・自律性のあ る                           D ることも、 選択肢の一つとして 

  考えられるのではないか。 
保険運営を行 う 。   

  
  

・地域における 共同事業に参加する       

こともできる。 
  
  
  
  

・財源率の高い 組合を中心に、 より       

効率的な運営を 目指す。 
  
  
  

( 保健事業・事務の 効率化、 医療費支出       
  の 適正化など )       

                                                              - ノ ト @- 一 ---- 一                                     一 - 一 -- 一一一一一一 --.                     
      

    
          ・引き続き、 自主性，自律性のあ る保険運営を 行 う 。 

      全国展開の健保組合 
  

  
  ( 約 400 組合 ) ( 注 4) 
  
  
  

                
米 財源率工法定の 給付費・拠出金を 賄 う ために必要な 保険料率 (=  ( 法定給付費 十 老健・退職等拠出金 ) / 総報酬 ) 

( 注 1) 保険料率の上限が 95% 。 であ ることを踏まえたもの。 
( 注 2) 現行制度を双提に、 政管健保の財源率を 80%0 として、 16 年度予算べ ー スの財源率でそれを 上回る健保組合数を 試算。 
( 注 3) 設立認可基準 ( 被保険者数が 単一組合で 700 名、 総合組合で 3,nno 名 ) に満たない組合 ( 約 l5CM 組合 ) 
( 注 4) 単一組合については、 1M 年度末現在での 調査に基づいて、 複数の都道府県において 相当数 ( 組合が設立できる 700 ネ ・ ) の 

被保険者を有する 組合を、 総合組合については、 規約上複数都道府県に 展開している 組合を、 全国展開の健保組合とした。 
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小規模・財政窮迫組合に 対する措置 

「・財政窮迫組合 

( 「 ) 指定組合制度による 重点的指導 

0  解散を視野に 入れて財政健全化のために 重点的な指導を 行 う 。 

(2) 給付費補助 

0  財政基盤が脆弱な 健保組合に対して、 保険給付費の 一部を補助し、 その事業の円滑な 運営を 
図る。 

(3) 共同事務事業に 対する補助 

0  事務・事業の 共同実施を促し、 保険運営の効率化を 図る。 

2, 小規模組合 

( 「 ) 小規模組合の 合併促進に対する 補助 

0  小規模組合が 合併する際の 1 人 当たり保険料額の 格差を補助することにより、 小規模組合の 
合併を促す。 

(2) 共同事務事業に 対する補助 

0  事務・事業の 共同実施を促し、 保険運営の効率化を 図る。 
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健康保険組合給付費等臨時補助金の 概要 

"  ノ "   
の 執行に要する 費用のうち、 保険給付に要する 費用にっき補助を 行い、 その事業の円滑な 運営を図る。 

0  補助金等の創設 
  創設年度 昭和 3 3 年度に計上 
  革 第 26 国会において、 組合管掌の健康保険に 対して、 国庫負担の途を 考慮すべきであ る旨の付 

帯 決議があ り、 昭和 33 年度から給付費等にっき 補助してきている。 

0  補助区分 
予算補助 

0  交付要件 
1  財政窮迫組合に 対する補助 ( ①～③の全てを 満たす組合 ) 
① 保険料率が 0Zl/0 。 以上 
②財源率 ( 法定給付費等に 要する保険料換算率 ) が 90% 。 超 
③法定準備金が 3 ケ 月末 満 

2  小規模組合合併に 対する補助 ( ①～③の全てを 満たす組合 ) 

。 ノし @  @   
年間保険料収入額を 上回っている 

③合併により 消滅した組合の 合併直前の保険料率が 0Z,0 。 以上 

0  1 7 年度予算額 
8  5.  0 億円 一 4 一 



指定組合制度の 概要 

0 財政窮迫組合を 指定し、 解散を視野に 入れて財政健全化のために 重点的な 

指導を行 う 制度 (13 年度～ ) り 0 指定の条件は、 3 年連続で経常収支が 赤字であ か つ、 

・被保険者数が 設立基準未満，又は 
・財源率が 95 瓶 以上、 かっ，積立金が 3 か 月未満 

の 状態が 3 か 年度継続すること。 

0 指定された組合は ， 3 か 年の財政健全化計画を 立てなければならない。 

  解散 数 

W3 年 85 30 

14 年 24 6 

15 年 Ⅰ 9 3 

16 年 Ⅰ 0 Ⅱ 11 
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一 共同事 務 事 業に対する 補 功 

共同事務・事業 県内組合 

[ 共同事務 ] A 組合 C 組合 

OA ～ D の事務のうちいずれかを 共同実施 

  

幹事組合 不参加 
土 L / ト 

A レセプトの共同点検・ 管理 
同 1% ミ圧合 

B 高額療養費の 自動算定 
実 
施 

不参加 

C 医療費通知、 減額査定通知の 発行           B 組合 

D 被保険者 証の カード化 
E 糸 % 台 

E その他共同実施することにより 保険   ( 小 親本 戴 
者 機能の強化にっながるものと 認めら 
れる事務 

く 参加組合のポイント》 

共同事務・共同事業 
を 併せて実施 

0 被保険者数が 設立要件を満たしていない 組合又は保険 
給付費等に要する 保険料換算率が 90% 。 を超える組合 

[ 共百   
が 参加していること ( 参加は都道府県下の 一部組合で可 ) 

OA の事業に加え、 B ～ E までの事業の う 
  
                    ( 補助にかかるポイント》 

ちいずれかを 共同実施 
                  0  共同事務 

A 健診後の事後指導事業 
B 相談機関の設置による 受診・予防指導 
C 健診・人間ドック 及び家族健診 
D 健康増進施設等の 共同利用 
E その他共同実施することにより 保険 

者 機能の強化にっながるものと 認めら 
れる保健福祉事業 

・交付先は原則各組合 

・共同事務の 経費の 1/2 以内で必要と 認めた額 

・交付先は健保連都道府県連合会又は 幹事組合 

・共同事業の 経費のうち、 健診後の事後指導事業にかか 

経費以内で必要と 認めた額 
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4 
一 小規模健保組合の 合併促進に対する 補助 一 

1
 

 
 [ 保険料率 8 0% 。 ]   

  

A 組合 
硝 減租 創 

( 保険料率 95% 。 )                       

B 組合 
( 存続 組創 

( 保険料率 8 0% 。 ) 
｜｜ 

入 
の 

合 併 B 組合相当 
府 続紀 創 

差 

( 保険料率 8 0% 。 )   
                    ( 補助にかかるポイント》 

                    0 被保険者数が 設立要件に満たない 組合 ( 単一 :700 人・総合 :3,000 人 ) と合併                     

補助額 

                  0 合併する月の 前月末日における 消滅組合の保険料率が 82%0 ( 政管 ) 以上                   

                  0 合併後も安定した 事業が行えると 認められること 

                    0 合併年度より 3 ヵ年の補助予定、 2 年目以降は補助額を 逓減予定   
  

  
当年度存続組合の 一人 当年度消滅組合の 一人 

  
当たり年間保険料額 当たり年間保険料額 X っコ 

  数
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地域型健保組合について 

1 . 趣旨 

健保組合の再編・ 統合の新たな 受け皿として、 /J 、 規模・財政窮迫の 組合の統合を 促進する観点から、 

都道府県単位の 地域型健保組合の 設立を認める。 

2. 地域型健保組合の 主な内容 

地域型健保組合についてほ、 健保組合の再編，統合の 有効な受け皿となるよ う 、 既存の健保組合の 

再編・統合に 当たって支障となっている 点について以下のような 措置を講じることとしてはどうか。 

(1 ) 保険料率 

0  地域型健保組合として 再編・統合する 健保組合については、 一定期間は経過措置として、 再編・ 

統合した健保組合ごとに、 複数の保険料率の 設定を認めることとしてはどうか。 

(2)  積立金 

0  地域型健保組合として 再編，統合する 健保組合については、 一定期間は経過措置として、 統合 

前の組合ごとに 保有していた 積立金を別勘定で 保有することを 認めることとしてはどうか。 
一 8 一 



(3) 同種同業要件 

0  地域型健保については、 小規模・財政窮迫組合の 統合を促進するため、 異業種の健保組合同士 

の 再編・統合の 受け皿にもなるよ う 、 同種同業の健保組合でなくても、 統合を認めることとして 

はどうか。 

3. 政管健保との 相違 

0  地域型健保は ，健保組合の 再編統合の受け 皿であ ることから、 政管健保の適用事業所が 地域型 健 

保 に加入することは 認めないこと 

0  政管健保は被用者保険の 受け皿として 位置付けられるのに 対し，地域型健保組合は 健保組合の再 

編 統合の受け皿として 自発的に設立され、 自発的に加入した 事業所により 運営される保険者であ 

ること 

0  政管健保は都道府県単位での 財政運営となるのに 対し、 地域型健保は 同一都道府県に 複数設立さ 

れることもあ り得ること 
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ム 健保組合の再編統合に 係る支障と地域 拙 掛米での措置について 

[ 保険木棒 ] 

組合が合併するに 当たり，保険料率が 上昇す 

る 組合が生じる 場合には ( 二 相対的に財政状況 
が 良い組合 ), 当該組合としては 合併に 跨曙 する 

こと ヵミ 考えられる 

  
  

[ 積立金 ] 

合併により，それまで 保有していた 積立金は 

他の組合事業所と 共有することとなることか 

ら 、 積立金を保有している 組合としては、 当該 

積立金を費消するまで (= 財政状況の悪化 ) 、 他 

の組合との合併に 踏み切らないインセンティブ 

[ 保険料率 ] 

" 『 。 は、 一定期間、 経過措置として 合併前の健 呆組 

地域型健保として 合併する健保組合について 

  合 ごとの 別建 の科卒設定を 認める 

 
 

[ 積立金 ] 

地域型健保として 合併する健保組合について 

は 、 一定期間、 経過措置として 合併前の健保 紬 

合 ごとに 別 勘定を設け、 合併前まで保有して ぃ 

た 積立金について、 別 管理を認める 

l 力斗動くこと ヵ渚 えられる 

 
 

    

[ 同種同業要件 ] 

健保組合は、 原則として同種同業の 事業所を 

適用していることが 必要であ り、 異業種の事業 
を 適用している 健保組合同士は 原則として合併 

できない。 

 
 

[ 同種同業要件 ] 

地域 " 健保組合 "" 。 。 " 、 "" 都道府県 " 
存在する健保組合であ れば，同種同業でなくて 
6 合併を認める 
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( 平成 1 6 年度予算べース ) 

525 

米 財源率とは法定給付費及び 拠出金に要する 保険料率であ る。 
出典 : 保険 局 保険課調べ ( 「平成 1 6 年度収入支出予算概要義」より ) 

1 , 5 9 9 組合中 

・ 8 0%0 以上 2 7 7 組合 ( 1 7, 3%) 

・ 9 0%0 以上 8 5 組合 (  5. 3%) 

73 

Ⅱ 9 

60% 。 未満 60%0 ～ 70%0 70%0 ～ 80%0 80%0 ～ 85%0 85%0 ～ 90%0 90%0 ～ 95%0 95%0 ～ ]00%0 

一 1  1  一 

100%0 ～ 

( 財源率 ) 



400 

350 

300 

250 

組 

ム 
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数 

Ⅰ 50 

Ⅰ 00 

50 

0
 

  
  
  
  
  
  

127 

    
    

4 

  
380 

Ⅹ平成 16 年度組合予算べース 
出典 : 保険 局 保険課調べ ( 「平成 ] 6 年度収入支出予算概要 表 」     

設立認可基準 ( 単一 700 人、 総合 3, 000 人 )   を 下回っている 健保組合 二 1,  599 組合中 155 組合 (  9.7%)     
7 百人未満 7 百人～ 2 千人 2 千人～ 3 千人 3 千人～ 5 千人 5 千人～「万人 「万人～ 5 万人 5 万人～ 10 万人 10 万人以上 

被保険者数 
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都道府県別の 健保組合の状況 

( 平 成 16 年予算   べース ) 

  

  
  

総 
    

  
  

 
 

; 主 ) 平成 1 6 年度組合予算の 数値をもとに 算出。 ただ 
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各拠出金について   は 平成 1 6 年度賦課 額を 使 m 。 



白 康健 保 険 組 の 状況 

概ね都道府県単位 到 
単一組合 「， 310 組合 

  約 80%0   」 "20" 。   

く 「， 04 「組合Ⅰ (269 組合Ⅰ 

総合組合 

ム 
口 計 

  
約 70%0 」約 30%0 一 " 

C1g9 組合Ⅰ (90 組合 ゥ 

289 組合 

「， 599 組合 

  約 78%0   」 約 、 2%   

( 「， 240 組合 ) C359 組合 ゥ 

米 対象組合数は、 平成「 Q 年 4 月「 日 現在の組合 致 であ る。 
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